

坂戸市スポーツ推進審議会委員
応募要領


　　　　　
募集期間　令和８年６月１日(月)～
　　　　　　　　　　令和８年６月３０日(火) ※必着












坂戸市教育委員会　スポーツ推進課

坂戸市スポーツ推進審議会委員　応募要領

坂戸市スポーツ推進審議会（以下、「審議会」といいます。）は、坂戸市スポーツ審議会条例に基づき設置されており、坂戸市教育委員会の諮問に応じて本市スポーツの推進に関する事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議します。
１０人以内の委員で組織している委員のうち、今回は公募による委員として、２名を募集します。応募方法をこの要領で十分御確認いただき、御応募ください。

１  応募資格
本市のスポーツ推進に関心のある方で、次のいずれかに該当する方
・市内に引き続き１年以上住所を有する１８歳以上の方
・市内に在勤または在学する１８歳以上の方
  　※ ただし、次の方は応募できません。
・公募委員に選任される日において、本市の他の附属機関等の委員に　なっている方
・政党役員または政党職員

２  募集人員
　２名

３  応募方法
[image: ]    添付の公募申込書に必要事項を記入し、坂戸市教育委員会スポーツ推進課へ提出してください。郵便、ＦＡＸ、Ｅメール、電子申請でも受け付けます。
　　〒350－0292 坂戸市千代田１-１-１ 
坂戸市教育委員会 スポーツ推進課 あて
電話 ０４９-２８３-１３３１ (内線５９４)電子申請はこちら

ＦＡＸ ０４９-２８３-１６９１
Ｅメール：sakado18＠city.sakado.lg.jp
　　　※公募申込書の各項目にご自身の考えを御記入ください。


４  応募締切
令和８年６月３０日(火)　※必着

５  選考方法
坂戸市附属機関等委員公募選考委員会で審査のうえ、決定します。

６  選考結果
決定後に全ての応募者に書面で通知します。

７  その他
1 　公募申込書は委員選考の審査のみに利用するものとし、他の事務等への利用及び公表はいたしません。ただし、委員の氏名は、情報公開制度等により公開の対象になります。
⑵　市のホームページから応募要領、公募申込書をダウンロードすることができます。また、公募申込書をワード形式で作成される方は、電子メールで送信しますので、スポーツ推進課まで御連絡ください。
⑶　御不明な点は、坂戸市教育委員会 スポーツ推進課【電話 ０４９-
２８３-１３３１(内線５９４)】までお問合せください。
　　　　　　　　　　　　


…………＜その他参考＞…………


１  審議会委員の構成
審議会は、坂戸市スポーツ協会、坂戸市レクリエーションスポーツ協会、坂戸市立小・中学校の校長、大学関係者等の学識経験者、公募に応じた市民で構成されます。

２  審議会の事務及び運営方法
　　審議会では、市のスポーツ推進を図るため、計画の策定及び推進等に必要な事項について審議及び答申を行います。
　　なお、審議会の運営については、審議会会長を中心とした合議制です。

３  審議会の開催予定
　　実施機関の諮問に応じて開催されます。（必要の都度）
　　※平日、日中の開催となります。
 
４  審議会委員の任期
    委嘱の日から２年間

５  報酬等
・報酬（日額）　会長５，５００円 、委員５，０００円
・費用弁償（日額）　１，０００円



スポーツ推進課
審議会等委員公募申込書
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	附属機関等の名称
	坂戸市スポーツ推進審議会
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	（　　スポーツ　　）に関する資格・技能があれば御記入ください。

	【資格・技能】
	【その資格・技能を生かした活動歴】

	
	

	
	

	
	

	（　　スポーツ　　）に関する活動経験があれば御記入ください。

	

	

	

	応募の動機

	

	

	

	

	

	

	



	坂戸市のスポーツ推進に対するあなたの考え。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	坂戸市がスポーツを推進していくために必要と思われること。
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